
 

 

豊橋市立磯辺小学校いじめ防止基本方針 

令和６年４月２日  

１ いじめの防止についての基本的な考え方 

  いじめは、いじめられた児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為である。ま

た、どの児童生徒も被害者にも加害者にもなりうる。これらの基本的な考えを基に 

教職員が日頃からささいな兆候を見逃さないように努めるとともに、学校全体で組織的 

に対応していく。 

 平成 28年度に児童福祉法が一部改正され、児童生徒に対しては「児童の権利に関する 

条約」に掲げられている理念を十分に踏まえた上で、全ての児童生徒が健全に育成され 

るよう、適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立を保障されることが明確化された。 

また、平成 29年 3月 14日に「いじめの防止等のための基本的な方針」が改定され、より実効

性のあるいじめ防止の取り組みをしていくことが重要となった。 

学校は、児童生徒が教職員や周囲の友人との信頼関係の中で、安心・安全に生活できる場で

なくてはならない。児童生徒一人一人が大切にされているという実感をもつとともに、互いに

認め合える人間関係をつくり、集団の一員としての自覚と自信を身に付けることができる学校

づくりに取り組んでいく。そうした中で、児童生徒が自己肯定感や自己有用感を育み、仲間と

共に人間的に成長できる魅力ある学校づくりを進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ いじめ防止対策組織 

この組織としては、「生活サポート小委員会」がその役割を担う。いじめのささいな兆候や懸

念、児童生徒からの訴えを特定の教員が抱え込むことのないよう組織として対応する。 

対応組織は、校長、教頭、教務主任、校務主任、学年主任、生徒指導主任、生活サポート主

任、特別支援教育コーディネーター、養護教諭、道徳教育推進教師、スクールカウンセラーで

構成する。必要に応じて、スクールソーシャルワーカー等の支援もあおぐ。 

≪法における いじめの定義≫ 

第２条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に

在籍している等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的または物理

的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む）であって、当該行

為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 

  

●いじめの態様の例 

・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる 

・仲間はずれ、集団による無視をされる 

・軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする 

・ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする 

・金品をたかられる 

・金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする 

・嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする 

・パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等 

 「いじめ防止等のための基本的な方針」＜平成25年10月11日文部科学大臣決定＞より 



 

 

（１）「生活サポート」の役割 （校務、生活サポート主任、生徒指導主任を中心に、全職員で） 

ア 「学校いじめ防止基本方針」に基づく取り組みの実施と進捗状況の確認 

   ・学校評価アンケートを行い、学校におけるいじめ防止対策の検証を行い、改善策 

    を検討していく。 

イ 教職員への共通理解と意識啓発  

・年度初めの職員会議で「学校いじめ防止基本方針」の周知を図り、教職員の共通理解

を図る。 

    ・いじめアンケートや教育相談の結果の集約、分析、対策の検討を行い、実効あるいじ

め防止対策に努める。 

ウ 児童生徒や保護者、地域に対する情報発信と意識啓発 （四役） 

・随時、学校だよりやホームページ等を通して、いじめ防止の取り組み状況や学校評価

結果等を発信する。 

エ いじめに対する措置（いじめ事案への対応） 

    ・いじめがあった場合、あるいはいじめの疑いがあるとの情報があった場合は、正確な

事実の把握に努め、問題の解消にむけた指導・支援体制を組織する。 

    ・事案へは、生活サポート小委員会が具体的な対応策を協議し、全教職員で構成する生

活サポート委員会を開き、学校体制で迅速かつ効果的に対応する。また、必要に応じ

て、外部の専門家、関係機関と連携して対応する。 

    ・問題が解消したと判断した場合も、その後の児童生徒の様子を見守り、継続的な指

導・支援を行う。 

 

３ いじめの防止等に関する具体的な取り組み 

この基本方針と豊橋市教育委員会策定の「豊橋市いじめ防止基本方針」と「いじめ早期発

見・対応マニュアル（別紙１―①）をもとに取り組んでいく。 

（１） いじめの未然防止の取り組み 

学校教育活動全体を通して、お互いを思いやり、尊重し、生命や人権を大切にする態度を

育成し、友情の尊さや信頼関係の醸成や生きることへの喜び等について、児童が心から価値

意識を感ずるよう適切に指導する。特に、学級活動、人権教育、道徳教育の中に定期的に

「いじめ」に関する教材を取り入れ、このような指導の充実を図る。 

（別紙２－① 別紙２－② いじめ防止年間指導計画 参照） 

ア 児童生徒同士の関わりを大切にし、互いに認め合い、ともに成長していく学級づくり

を進める。 

イ 児童生徒の活動や努力を認め、自己肯定感を育む授業づくりに努める。 

   ウ 教育活動全体を通して、道徳教育・人権教育の充実を図るとともに、体験活動を 

推進し、命の大切さ、相手を思いやる心の醸成を図る。 

エ 情報モラル教育を推進し、児童生徒がネットの正しい利用とマナーについての理解を

深め、ネットいじめの加害者、被害者とならないよう継続的に指導する。 

 （２）いじめの早期発見の取り組み  

   ア いじめアンケートや教育相談を毎月実施し、児童生徒の小さなサインを見逃さないよ

うに努める。（保護者アンケートは年２回 6，10月に実施する） 



 

 

   イ 教師と児童生徒との温かい人間関係づくりや、保護者との信頼関係づくりに努め、い

じめ等について相談しやすい環境を整える。 

   ウ いじめ防止・早期発見のためにチェックリスト（別紙３―①②③）を活用し、いじめ

に対して教職員が意識を高くもって対応できるようにする。 

   エ 校内相談室を整備し、相談箱を設けるなど児童生徒が相談しやすい環境を整える。 

   オ 外部の相談窓口の紹介、周知を図る。 

 

（３）いじめに対する措置 

   ア いじめの発見・通報を受けたら「生活サポート委員会」を開き全校体で対応する。 

生活サポート小委員会で対応策を協議し、生活サポート委員会を開き、組織的に対応

する。 

   イ 被害児童生徒を守り通すという姿勢で対応する。 

    ・もっとも信頼関係ができている教職員が対応し、「最後まで絶対に守る」という意思

を伝える。 

   ウ 加害児童生徒には教育的配慮のもと、毅然とした姿勢で指導や支援を行う。 

    ・事態の深刻さを認識させ、いかなる事情があっても、いじめは絶対に許さないことを

伝える。 

   エ 教職員の共通理解、保護者の協力、スクールカウンセラーやソーシャルワーカー 

等の専門家や、警察署、児童相談所等の関係機関との連携のもとで取り組む。 

   オ いじめが起きた集団へのはたらきかけを行い、いじめを見過ごさない、生み出さ 

ない集団づくりを行う。 

カ ネット上のいじめへの対応については、必要に応じて警察署等とも連携して行う。 

 

４ 重大事態への対応 

（１）重大事態が生じた場合は、速やかに教育委員会に報告をし、【重大事態発生時の調査対応

図】に基づいて対応する。窓口は教頭に一本化する。（別紙 1-②参照） 

（２）学校が事実に関する調査を実施する場合は、「磯辺小学校いじめ調査委員会」を設置し、

事案に応じてスクールカウンセラー、市の臨床心理士や教育相談員を加えるなどして対応

する。 

（３）調査結果については、被害児童生徒、保護者に対して適切に情報を提供する。 

（４）市の教育支援コーディネーターを通じて関係機関との連携を取り、加害・被害双方の児

童生徒や保護者の心のケアに努める。 

 

５ 学校の取り組みに対する検証・見直し 

（１）学校いじめ防止基本方針をはじめとするいじめ防止の取り組みについては、ＰＤＣＡサ

イクル（ＰＬＡＮ→ＤＯ→ＣＨＥＣＫ→ＡＣＴＩＯＮ）で見直し、実効性のある取り組み

となるよう努める。 

（２）いじめに関する項目を盛り込んだ教職員による取組評価及び保護者への学校評価アン

ケートを年に２回実施（６月、１０月）し、生活サポート委員会でいじめに関する取り組

みに対し、ケース会議等を行い、手だての検証を行う。 



 

 

６ その他 

 （１）いじめ防止に関する校内研修を年２回以上計画し、児童生徒理解やいじめ対応に関する

教職員の資質向上に努める。  

（２）「学校いじめ防止基本方針」は年度当初に保護者への周知を図る。 

 （３）長期休業の事前・事後指導を行い、休業中のいじめ防止や早期発見に取り組む。 

【重大事態発生時の調査対応図】 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

           ※「磯辺小学校いじめ調査委員会」を設置する。 

           ※組織の構成については、専門的知識及び経験を有し、当該いじめ事案の関 

係者と直接人間関係または特別な利害関係を有しない第三者の参加を図る 

ことにより、当該調査の公平性・中立性を確保するように努める。 

 

 

※因果関係の特定を急がず、客観的な事実関係を速やかに調査する。 

           ※事実としっかり向き合う姿勢を大切にする。 

 

 

※関係者の個人情報に十分配慮しつつ、情報を適切に提供する。 

           ※調査に当たって実施するアンケートは、調査に先立ちその旨を調査対象の 

在校生や保護者に説明をする。 

 

           

※希望があれば、いじめを受けた児童生徒または保護者の所見をまとめた文書も

調査結果に添付する。 

                             ※重大事態発生時の対応の 

                             ポイント参照 

          ※調査結果を踏まえ、再発防止に向けた取り組みを検討し、実施する。 

           ※当該加害・被害児童生徒・保護者へのケア・見守りの継続 

           ※再発防止に向けた取り組みを行う。 

 

重大事態の発生 

学校が調査主体となった場合 

教育委員会が調査の主体を判断 

学校に重大事態の調査組織を設置 

 

 

事実関係を明確にするための調査を実施 

 

 

いじめを受けた児童生徒及びその保護者へ適切な情報提供 

 

 

調査結果を教育委員会に報告 

 

 

調査結果を踏まえた必要な措置 

 

 

教育委員会へ重大事態の発生を報告 

・児童生徒が自殺を企図した場合 

・身体に重大な障害を負った場合 

・金品等に重大な被害を被った場合 

・精神性の疾患を発症した場合 

 



 

 

 

【別紙１-①】　　　　いじめ早期発見・対応マニュアル　　　　　　豊橋市立磯辺小学校　　

①いじめの発見

②いじめ対応

　 教務・校務に報告

③事後対応

【いじめ解消の判断】 少なくとも次の２つの要件が満たされている必要がある

１　いじめに係る行為が止んでいること（インターネットを含む）。

　　止んでいる状態が相当期間継続していること。この相当期間とは、少なくとも３か月を目安とする。

２　被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと。

　　被害児童生徒本人及びその保護者に対し面談等により確認する。

アンケート結果は生徒指導主任が集約

しデータ化して保管する。４役も目を

通す。また、生活サポート委員会など

で情報を共有する。アンケート用紙は

１年間、校長室の金庫にて保管する。

「いつ・どこで・だれが・何

を・どのように・なぜ」など、

事実を確実に確認し、出来事を

時系列に記録する。当事者から

事情を聞く際には、必要に応じ

て担任だけでなく、学年主任も

ともに話を聞く。

事案に対し、実効的なメン

バーで構成する（生活サ

ポート小員会のメンバー）

　　●当該児童生徒への事実確認
被害児童生徒への聴き取り
加害児童生徒への聴き取り

●学校いじめ防止対策組織の招集
事実確認(いじめの認知)と対応方針の決定

⇒全職員での情報共有

管理職に報告

担任は、ささいな兆候や懸念、

訴えを抱え込まず、又は対応不

要と個人で判断せず、直ちに報

告・相談する

重大事態かどうかの判断をする

（学校又は市教委が調査をす

る）

いじめの可能性がある事案の把握
（アンケート、面談、通報、観察等）

生徒指導担当教諭に報告

必要に応じて、被害児童
生徒宅に家庭訪問
学校での様子を伝える

必要に応じて、被害児
童・加害児童生徒宅へ家
庭訪問

被害児童生徒を守り通
す。必要に応じて、学級
指導、学年指導を行う

被害児童生徒宅に家庭訪
問。指導の内容や学校で
の様子等を伝える

必要に応じて、加害児童
生徒宅に家庭訪問
学校での様子を伝える

●学校いじめ防止対策組織の招集
　事実確認した内容の報告と被害児童
　生徒・加害児童生徒への対応協議等

⇒全職員での情報共有
※必要に応じて、複数回行う

経過観察

いじめの解消

見守り等、今後のいじめ対応について、全
職員で情報共有

記録は５年間は保存する

【関係機関との連携】
・教育委員会学校教育課

・ココエール

・東三河児童・障害者相

　談センター

・教育相談室

・豊橋警察署少年係

加害児童生徒宅に家庭訪
問。指導の内容や学校で
の様子等を伝える

●具体的な対応を行う

保護者からの

情報

生活アンケート(月１回），保護者

（親子）アンケート（６月・１０月），

アセス３～６年生年 ３回)

小さなサインを見逃

さない(チェックリス
ト参照）

本人や友だち

からの訴え

地域や関係機

関からの情報

あらゆる場面を通して、児童生

徒の状況を観察

いじめはすべての学級で起

こりうるとの認識をもつ



 

 

生徒指導主任 

重大事態発生 

（発見者・関係

者） 

教頭 

（不在の場合…教務・校務） 

学年主任・担任 

関連諸機関 

（警察・救急・市教委） 

 

教務・校務主任 

問題発生 

（発見者・関係者） 

教務・校務主任 

【別紙１－②】≪校内での児童による問題発生時の対応≫                

●重大事態発生における一次対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

（校長の指示で速やかに対応） 

 

   

（窓口の一本化） 

                           

 

 

 

  

・一次対応後、保護者や地域、同ブロックの学校に連絡 

  ・児童の安全な下校 

● 問題行動発生後の対応方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

※各先生から指導助言をもらう。 

校長 

① 校内に侵入者があった場合 

② 児童生徒が自殺を企図した場合 

③ 身体に重大な障害を負った場合 

④ 金品等に重大な被害を被った場合 

⑤ 精神性の疾患を発症した場合 

※②～④の場合、教育委員会が調査の主体を判断し

た場合、「磯辺小いじめ調査委員会」を設置する。 

…磯辺小いじめ防止基本方針 参照 

１ 

 

 

担任 学年主任 

生徒指導主

任 

校長 

教頭 

生活サポ―ト委員会 

朝の打ち合わせ・会議な

ど 

・報告（全職員での情報共有） 

・対応協議 

・他学年との協力 

外部機関への相

談 

実態把握 

時系列できちんと記録す

る。 

いつ・どこで・だれが 

何を・どうした・なぜ 

担任は速やかに 

学年主任に報告 

問題解決 

児童 

指導，支援 

保護者 

・電話  

★家庭訪問（複数で） 

複数で対応 

 

SC 

SSW 

教育相談 



 

 

・学年主任を中心に，全体で問題の解決にあたる。担任だけに負担をかけないようにする。 

・問題によっては，他の学年と協力して，あるいは全校で問題の解決にあたる。 

・児童から話を聞く場合は，担任と他の教師（学年主任，同学年の教師，校務主任，生徒指導主

任等）で聞く。その内容は必ず記録する。 

・保護者と教育相談をしたり，家庭訪問したりする場合は，担任と学年主任または同学年の教師

か、 

校務主任か生徒指導主任で相談にあたる。必ず2名以上で対応する。（程度による） 

・不在時にはメモや手紙を置いておき，訪問したことを保護者に知らせ、あとで電話を入れる。 

・全職員との連絡を密にし，共通理解のもとに指導する。 

・問題によっては，保護者に電話連絡だけでなく，家庭訪問をする。 

     

● 勤務時間外の生徒指導上の問題発生について 

   ① 問題発見者は，速やかに校長（教頭）に電話連絡をする。 

⒈ 校長（教頭）の指示で速やかに行動を開始する。  

⒉ 協議や捜索を要する場合は，下記のようにする。 

・第１次の対応・・・4役・生徒指導主任・該当児童の学年主任と担任で対応 

・第２次の対応・・・4役・生徒指導主任・全学年主任・該当児童の学年担任で対応 

・第３次の対応・・・全職員 

・第４次の対応・・・全職員，PTA，外部の諸団体へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０
月

１
１
月

１
２
月

１
月

２
月

３
月

・
学
校
い
じ
め
防
止
組
織
の
立
ち
上
げ

・
学
校
い
じ
め
防
止

・
相
談
窓
口
等
の
周
知

　
基
本
方
針
等
の
見
直
し

・
校
区
健
全
育
成
会
・
民
生
委
員
と
の
連
絡
会

・
民
生
委
員
と
の
連
絡
会

・
い
じ
め
に
つ
い
て
の
研
修

・
い
じ
め
に
つ
い
て
の
研
修

・
い
じ
め
に
つ
い
て
の
研
修

・
い
じ
め
に
つ
い
て
の
研
修

・
小
中
情
報
交
換
会
　
　
・
学
校
評
議
員
会

　
・
学
校
評
議
員
会

・
小
中
情
報
交
換
会

・
生
活
サ
ポ
ー
ト
委
員
会
(問

題
行
動
・
不
登
校
・
学
力
不
振
な
ど
、
問
題
全
般
の
報
告
お
よ
び
協
議
）
５
月
・
６
月
・
９
月
・
１
１
月
・
１
月
・
２
月

・
い
じ
め
防
止
対
策
委
員
会
(生

活
サ
ポ
ー
ト
小
委
員
会
）
開
催
：
随
時

・
学
校
公
開

・
学
校
公
開
（
全
学
級
道
徳
の
授
業
公
開
）

・
授
業
参
観

・
住
居
確
認

・
あ
い
さ
つ
運
動
　
　
学
校
い
の
ち
の
日
の
取
り
組
み

・
委
員
会
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
活
動

・
人
権
週
間
の
取
り
組
み

・
幼
保
と
の
交
流
会

・
Ｑ
Ｕ
(ア
セ
ス
)検
査

・
個
別
懇
談
会

・
ア
セ
ス

・
個
別
懇
談
会

・
ア
セ
ス

・
生
活
ア
ン
ケ
ー
ト
（
月
に
１
回
　
※
６
月
と
１
０
月
は
保
護
者
も
い
っ
し
ょ
に
取
り
組
む
）

・
面
談

必
要
に
応
じ
て
面
談
：
随
時

・
面
談

未然防止 会議・研修等

【
別
紙
２
－
①
】
　
　
　
　
　
　
い
じ
め
防
止
年
間
指
導
計
画
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
豊
橋
市
立
磯
辺
小
学
校

早期発見

学
校
い
じ
め
防
止
基
本
方
針
が
機
能
し
て
い
る
か
、

P
D

C
A
サ
イ
ク
ル
に
よ
る
検
証

学
級
づ
く
り
・
人
間
関
係
づ
く
り
・
学
校
行
事
や
体
験
活
動
・
地
域
や
Ｐ
Ｔ
Ａ
と
の
活
動
や
行
事
・
道
徳
教
育
等
の
充
実
・
分
か
る
授
業
の
実
践

ペ
ア
の
遊
び
（
年
間

1
0
回
）
、
ふ
れ
あ
い
デ
ー
（
年
間

1
0
回
）
、
む
く
ろ
じ
活
動
（
随
時
）
、
セ
カ
ン
ド
ス
テ
ッ
プ
（
低
学
年
）

日
常
的
な
児
童
生
徒
の
観
察
（
ス
ズ
キ
校
務
「
日
々
の
記
録
」
「
生
徒
指
導
の
記
録
」
へ
の
入
力
・
蓄
積
）
・
教
職
員
間
で
の
情
報
交
換



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


